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１２月になり寒さが一段と厳しくなってきました。早いもので、今年もあと１０日ほどで終わろうとしています。２０２１年も
新型コロナに大きな影響を受けた１年であったかと思いますが、みなさまにとってはどのような１年でしたでしょうか。現
在、感染状況は落ち着いていますが、引き続き、手洗い・うがい・マスクなどの感染症予防をしっかりしていきましょう！
本年も、ボランティア活動や赤い羽根共同募金にご協力をいただき、心より感謝申し上げます。これからもより良い地
域福祉や住民活動を支援できるよう頑張ってまいりますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします！

ボランティアさん活動紹介

お知らせ

今回はボランティアグループ『おもちゃ病院トイなおす』さんをご紹介します！！

ボランティアグループ「おもちゃ病院 トイなおす」さん

公益財団法人みずほ福祉財団より、福祉助成金が音訳グループ「鈴の音」さまに贈呈されました。

音訳グループ「鈴の音」さまは、４０年を超える歴史のあるボランティアグループで、視覚障がいのある方に、
広報誌や週刊誌などを音訳し、音声で情報を届ける活動を行っています。この度いただいた助成金は、
録音作業に必要なパソコンに活用されるそうです。

ボランティアグループ『音訳グループ 鈴の音』
2021年度「公益財団法人みずほ福祉財団」福祉助成金が贈呈されました

Q.

眠っているおもちゃを、もう一度楽しく遊べるように、治療

しています。

Q.

おもちゃ修理を通じて、「物を大切に使う」ことをアピールします。

また、プラスチックごみの減量化に協力します。

いつもありがとうございます！

※「おもちゃ病院 トイなおす」さまは、年４回、３カ月に一度活動されています。
開催日時と場所については、鈴鹿市の広報にてお知らせいたします。



死亡保険金

後遺障害保険金（限度額）

入院保険金日額

手術　入院中の手術

保険金　外来の手術

通院保険金日額

地震・噴火・津波によるケガ

賠償責任（限度額）

保険料

◇ボランティア活動、ボランティア通信へのお問合せ、申し込みは…

〒513-0801

鈴鹿市神戸地子町383-1 TEL(059)382-5971／FAX(059)382-7330

E-mail : s.syakyo@suzuka-shakyo.or.jp 担当： 坂・土岐
＊お問合わせは月曜日～金曜日＜8:30～17:15＞にお願いします。※土日祝を除く

お知らせ

年末年始の福祉センター休館日等のお知らせ

www.suzuka-shakyo.or.jp/volunteer

コミュニケーションアプリ「LINE」にて、鈴鹿市ボランティアセンターのLINE公式アカウ

ントを開設しています！このアカウントでは、ボランティアに関する情報、災害時の

情報などを発信します。みなさまの「お友達追加」をお待ちしております♪

★友だち追加方法（下記の２つの方法で登録できます。）

①QRコードで追加 → メニューの「友だち追加」で「QRコード」を選択して、

QRコードを読み取ります。

②ID検索で追加 → メニューの「友だち追加」で「ID検索」を

選択して、「＠066vrlhh」と入力し、検索します。

LINE

ボランティアさんの

お手伝いが必要な団体さんは

ぜひご一報ください。
ボランティア通信に掲載させて
頂きます。

（※掲載枠には数に限りが
ありますのでご了承ください。）

また、ボランティアさん活動紹介
コーナーに掲載可能な

ボランティアさんも
ぜひご一報を！

１２月２９日（水）～１月３日（月）まで福祉センターを休館いたします。

また、貸館・バスにつきましては１２月２７日（月）～１月４日（火）までご利用いただけません

のでご注意ください。

なお、令和４年４月分の貸館・バス抽選会は令和４年１月５日（水）１０：００から行います。

Q.基本プランと、天災・地震補償プランの違いは何ですか？

A.「基本プラン」は、ボランティア活動中のケガと損害賠償責任を

補償するプランですが、天災（地震・噴火・津波）によるケガは

補償されません。一方、「天災・地震補償プラン」は、基本プラ

ンの補償範囲だけではなく、天災（地震・噴火・津波）による

ボランティア自身のケガをも補償するプランです。

「ボランティア活動保険」等の保険手続き受付時間について

ボランティア活動中の万が一の事故に備えて、ボランティアの方々には「ボランティア活動保険」に加入していた
だいております。更新・加入手続きをされる際は、下記の受付時間にお越しいただきますようお願いいたします。

【保険手続き窓口受付時間】

月曜日から金曜日 ８時３０分から１７時１５分
※土日祝・年末年始を除く

令和３年度
ボランティア活動保険保険料

・基本プラン ３５０円

・天災・地震プラン ５００円

「ボランティア活動保険」に関するよくある質問

【お問合せ先】

鈴鹿市社会福祉協議会 地域福祉グループ

鈴鹿市神戸地子町383-1

℡059-382-5971 FAX059-382-7330

Q.ボランティア活動に向かう途中、ボランティア自身が自動車を
運転し、事故を起こしてしまった場合、ボランティア活動保険で
補償の対象となりますか？

A.ボランティア自身のケガは補償の対象になりますが、賠償責任や
ボランティア自身以外の方のケガは補償の対象になりません。
（同乗者の方もボランティア活動保険に加入されていて、ボラン
ティア活動に向かう途中であった場合は、同乗者のケガは同乗
者が加入するボランティア活動保険で補償の対象となります。）
ボランティア活動保険では、自動車の所有・使用・管理に起因する
賠償責任の補償、自動車の修理代などは対象になりません。
（別途ご加入されている自賠責保険および自動車保険でのお支
払いとなります。）


